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1．はじめに

現代社会は目まぐるしく変化し，高度に情報化，
グローバル化が進展している。この予測困難な時
代において，生涯に亘って学び続け，主体的に考
え，最善の解を導き出すために多面的な視点から
判断・行動できる人材の育成が急務となっている。
そのために，自らが立てた新たな課題を解決する
ために，問題を定式化し，論理的に思考しかつ倫
理的に判断し，情報を適切に活用できる人材の育
成が求められている（文部科学　2008）。

これを受け，小・中・高等学校では，学習指導
要領改訂に向けて，「生きる力」の主要な要素で
ある問題解決力の育成を前提としながら，「育成
すべき資質・能力」を明確にし，内容中心の基準
の示し方をコンピテンシー中心の考え方へと変え
ること，教科に依存しない汎用的スキルやメタ認
知，教科固有のものの見方・考え方や処理・表現
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方法などを明示的に指導すること等が議論されて
いる。そして，共通教科「情報」の目標もこれに
準じたものとなっている。一方，大学教育では，
学生に「生涯学び続け，どんな環境においても“答
えのない問題”に最善解を導くことができる」問
題解決力を身につけさせることが求められている

（図 1）。

図 1　大学に求められる教育の質的転換
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2．系統的・体系的な情報教育

これまで大学における情報教育には，小中高と
の連携を検討する視点はほとんどなく，個々の大
学の専門性と教員の現状に応じて情報教育が実施
されていた。私情協の定義する「情報リテラシー
教育」とは，初年次のみのコンピュータ利活用を
指導するリテラシー教育ではなく，大学 4 年間を
通して培われるべき学士力としての能力を示して
いる。

本稿で提案する「情報リテラシー教育ガイドラ
イン（付録 1）」は社会で求められる情報活用能
力を育成するために，大学卒業時に全ての学生が
修得しておくべき学士力として提案するものであ
る。学士課程教育では，生涯に亘って学び続け，
主体的に考え，最善の解を導き出すために多面的
な視点から判断・行動できる人材の育成を目指し

ている。そこで，分野共通に求められる情報活用
能力の育成について情報リテラシー教育の方向性
をガイドラインとして提示する。これは，いわゆ
る初等中等教育で目指す情報活用能力の学士力版
と言えるものである。

そこで，このたびガイドラインを提案するにあ
たり，大学教育と社会で求められる情報リテラシ
ー，初等中等教育との接続について，図 2 のよう
に体系的・系統的な情報教育の在り方を検討する
こととした。そして，大学における情報リテラシ
ー教育は「問題解決力」・「自らが立てた新たな課
題を解決する能力」を育成することに主眼を置く
ため，到達目標と到達点を表 1 のように提案する
こととした。

初等中等教育で「情報活用の実践力」にあたる
目標を大学教育では「到達目標 A」として，問
題解決の枠組みを徹底して修得させることを目標
とした。初年次の情報リテラシー教育で問題解決
の枠組みをある程度指導し，その後，それぞれの
分野の専門教育で実践的に活用できる力を育成す
ることを目指す。具体的には 3 章で述べる

到達目標 B は，「情報モラル」に相当する部分
を含むが，情報社会の有効性と問題点を認識し，
主体的に判断して行動することができる力を育成
することを目指している。到達目標 C では，情
報通信技術の仕組みを理解し，モデル化とシミュ
レーション等を問題発見・解決に活用できる力を
育成することを目指している。

図 3 に示すが，学士力としての情報リテラシー
は，初年次にすべての修得を目指すのではなく，

図 2　大学教育を含めた体系的・系統的な情報教育

表 1　大学における情報リテラシー教育のガイドライン（3つの目標）
到達目標 到達点 1 到達点 2 到達点 3

A 問題を発見し，目標を設定した上で解決
に取り組み，情報通信技術を適切に活用
して新しい価値の創造を目指して取り組
むことができる

問題発見・解決を思考
する枠組みを理解する

枠組みを利用して与え
もられた問題を解決で
きる

答えのない問題に対し
て自ら問題発見・解決
することができる

B 情報社会の有効性と問題点を認識し，主
体的に判断して行動することができる

発信者の意図を推測し
た上で，情報を読み取
り，内容を説明するこ
とができる

社会の一員として責任
を理解し，他者に配慮
して安全に情報を扱う
ことができる

情報社会の光と影を理
解し，望ましい情報社
会の在り方について考
察することができる

C 情報通信技術の仕組みを理解し，モデル
化とシミュレーションを問題発見・解決
に活用できる

情報通信技術の特性を
説明できる

仮説検証の手段とし
て，モデル化とシミュ
レーション等を通じて
予測することができる

社会における情報通信
システムの在り方を考
察することができる
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それぞれの大学の現状に応じて 4 年間を通じて，
初年次，あるいは 2 年，3 年目の専門教育，キャ
リア教育，卒業研究など，さまざまな場面を通じ
てスパイラルに培われることが望ましい。その際
には情報担当教員と専門分野の教員の連携が必須
となると考えられる。

3．問題解決の枠組みを指導

学士力としての情報リテラシー教育を「問題解
決力」・「自らが立てた新たな課題を解決する能力」
という視点から検討するためには，まず問題解決
をどう指導するかということについて検討する必
要がある。問題解決力を育成するには，身につけ
るべき能力に着目した指導内容・方法が必要であ
り，学問的な領域固有知識の体系のみに着目した
教育は不適切である。情報活用能力を育成するた
めに，情報の収集・処理・発信活動を充実するだ
けであったり，問題解決力を育成するために問題
解決活動を充実するだけでは不十分である。

以上の問題意識から，松田（2015）は，Bruer
（1993）による，「領域固有の知識，メタ認知技能，
および汎用的方略が人間の知能と熟達した活動の
全要素である」との指摘に対応づけ，領域固有知
識，専門分野の見方・考え方，問題解決スクリプ
トを相互に関連づけて適切に学ぶことを教科学習
の目標と捉えた学習者モデルを定義している。

本研究では到達目標 A として，松田（2003）
が情報技術を活用した問題解決力を育成するため

に提案している「情報的な見方・考え方」と，「3
種の知識」を統合した問題解決の枠組みを活用す
る。

具体的には，「目標設定過程」「解決策発想過程」
「合理的判断過程」「最適解導出過程」「ふりかえ
り過程」という段階を踏んで問題解決を経験させ
る枠組みである（図 4）。

あるテーマに沿った問題解決課題の中で，「目
標設定過程」で，問題を提示し，「情報的な見方・
考え方」を適用してそれを詳細に分析し，与えら
れた方法の良さ / 悪さを考えさせたり，問題解決
の条件と目標とを区別させる活動を行う。

次に，「解決策発想過程」で，「情報的な見方・
考え方」として，情報技術を活用する / しないを
含めて多様な解決策を考え，その際，情報技術の
特性をふまえて，情報技術を活用することのメリ
ット / デメリット（トレードオフ関係）を考えさ
せるなど問題解決の工夫を情報収集と情報処理と
に分けて考えさせる，

ここで玉田・松田（2004）の「3 種の知識」の
枠組みを適用させ，合理的判断の知識の判断観点
である「法律に反していないか」「他人に迷惑を
かけないか」「自分に被害が及ばないか」という
デメリットの有無を情報技術の特性も考慮して検
討させる（「合理的判断過程」）。そして，問題が
ある解決策については，「解決策発想過程」に戻
ってその改善を検討させる。このように，解決策
発想過程と合理的判断過程は相互に行き来するも
のと想定する。これらの検討を経て，最終的には，

「最適解導出過程」で根拠を持った上で自分なり
の最適解を出させる。このように，情報モラルの
観点を問題解決過程の一部分に位置付けること
で，あらゆる題材で情報モラルを踏まえた問題解
決力の効果的な育成が可能となる。そして，「ふ
りかえり過程」で，これまでの問題解決活動を自
己評価し，次の問題解決活動に向けて改善を図る
ためにより良い問題解決の手法を模索することが
できる。

この問題解決の枠組みを本ガイドラインでは図
5 のように簡略化して到達目標 A として，修得
目標とした。

図 3　専門教育と連携した情報リテラシー教育の実現
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いろいろなやり方が考えられるが，本稿では以
下の 2 つのタイプの授業カリキュラムを具体例と
して提示する。

①　 問題解決のサイクルを何度も経験しながら
学習する

②　問題解決の各段階を丁寧に学習する

4.1　 問題解決のサイクルを何度も経験しなが
ら学習する

初年次における情報リテラシー教育において，
問題解決のサイクルを何度も経験しながら学習す
るタイプの授業カリキュラム例を表 2 に示す。ま
ずは，問題解決の枠組みを理解させ，1 サイクル
目で身近なテーマで問題解決を体験する。2 サイ
クル目では他者と共同して問題解決をする活動を
行い，3 サイクル目では場面に応じた技術やデー
タを活用して問題解決を実践する。

現在，多くの大学で実施されている情報リテラ

4．具体的な教育モデル

私情協が提案する「情報リテラシー教育ガイド
ライン」の具体的な指導では，「問題発見・解決
思考の枠組みの活用（到達目標 A）」を体験させ
ながら，必要に応じて「情報倫理的な側面（到達
目標 B）」，「科学的な理解・技能の側面（到達目
標 C）」を学習させる方法が望ましいと考える。
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図 4　「情報的な見方・考え方」と「3種の知識」を統合した問題解決の枠組み

図 5　到達目標 A：問題解決・解決思考の枠組み
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イプの授業カリキュラムでは，1 つのテーマを設
定し，調査分析，レポート執筆，発表を行う流れ
の中で，問題解決の各段階を丁寧に指導する。教
師が，問題発見・解決を思考する枠組みを活用し
て，ある課題について説明し，学生がその枠組み
に従って，各段階の演習を行う。

教師説明課題としては，行政機関の統計データ
などを活用して分析できる課題を用いて説明す

シー教育の内容を考慮して，Word，Excel，
PowerPoint などの要素を取り入れながら，問題
解決型の活動を実践することを想定している。

4.2　 問題解決の各段階を丁寧に学修するタイプ
初年次における情報リテラシー教育において，

問題解決のサイクルの各段階を丁寧に学習するタ
イプの授業カリキュラム例を表 3 に示す。このタ

表 2　問題解決のサイクルを何度も経験しながら学習するタイプの授業カリキュラム例
回 問題解決 重点を置く活動 内　容 到達目標
1 枠組みを知る 問題発見・解決を思考

する枠組みを知る
・問題解決の枠組み・見方・考え方の解説
・ネットワークの仕組みと情報倫理

A1　B1　C1
2
3 1 サイクル目 問題解決を体験する

（解決策発想・合理的
判断過程を中心に）

身近なテーマで問題解決を体験する
（プレゼンテーションソフトを活用）

A1　B2　C1
4
5
6 2 サイクル目 協働で問題解決をする

（目標設定・・計画立
案を中心に）

1 つの文章を協働で問題解決をしながら創り上げる。
・パブリックコメント等の文書を協働して創り上げる
（ワープロソフトの活用）

A2　B １・2　C1
7
8
9
10 3 サイクル目 場面に応じた技術・デ

ータを活用しながら、
問題解決を実践する

（問題解決サイクル全
体を通して）

・問題解決場面において、データを基に、集計・処理・
作表・作図は含めて分析する
・制約時間のなかで、ミスが少なく　効率よく処理す
るためにはどうすればよいか？

（Excel の活用）

A2　B1・2　C2
11
12
13
14
15

表 3　問題解決の各段階を丁寧に学習するタイプの授業カリキュラム例
回 問題解決 重点を置く活動 内　容 到達目標
1 枠組みを知る 問題発見・解決を思考

する枠組みを知る
・問題解決の枠組み・見方・考え方の解説
・ネットワークの仕組みと情報倫理

A1　B1　C1
2
3 目標設定を学

ぶ
問題解決を体験する

（目標設定過程を中心
に）

問題を発見し、目標と制約条件を理解したり、分析し
たりするために情報を収集・抽出し、システム分析を
行って、目標と制約条件を明確にする。
作業条件に適した妥当な計画を立案する

A1　B2　C1
4
5

6 解決策発想・
合理的判断を
学ぶ

協働で問題解決をする
（計画立案を中心に）
場面に応じた技術・デ
ータを活用しながら、
問題解決を実践する

「情報的な見方・考え方」として，情報技術を活用す
る／しないを含めて多様な代替案を考え，その際，情
報技術の特性をふまえて，情報技術を活用することの
メリット／デメリット（トレードオフ関係）を考えさ
せるなど問題解決の工夫を情報収集と情報処理とに分
けて考えさせる
合理的判断の知識の判断観点である「法律に反してい
ないか」「他人に迷惑をかけないか」「自分に被害が及
ばないか」というデメリットの有無を情報技術の特性
も考慮して検討させる
・問題解決場面において、データを基に、集計・処理・
作表・作図は含めて分析する

A2　B1・2　C1
7
8
9

10 最適化による
解の導出を学
ぶ

制約条件を満たす全て
の代替案から最も良い
ものを選択し実行する

最適解を選択するために、結果を吟味し、良さの優先
順位を検討するための情報収集を行う。
評価をするための処理を行い最終的に意思決定し、実
行する

A2　B1・2　C2
11
12
13
14
15
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5.3　情報リテラシー教育の理想的なあり方
情報リテラシー教育は理想的にどうあるべきだ

と思うかという問いに対しては「専門も含めた学
士力育成のための教育」という回答が最も多かっ
た。各項目は以下の通りである。

①初年時教育　②教養あるいは全学教育　③専
門も含めた学士力育成のための教育　④機器操作
能力の育成　⑤問題解決力の育成　⑥その他

5.4　 提案した情報リテラシー教育モデルへの
感想

（1）趣旨に賛同できるか。
本研究で提案している情報リテラシー教育モデ

ルに賛同できるか否かについての質問には，「非
常に賛同できる :46%」「賛同できる :54%」とな

る。課題例としてサイバー犯罪はこの 10 年間で
どう推移しているか（警察庁の統計を活用）など
が考えられる。

学生演習課題としては，行政機関の統計データ
なども活用でき，かつ，身近に調査を行うことも
できる身近な課題を設定することが望ましい。例
えば，「青少年はネットに依存しているのか」「青
少年は睡眠障害で悩んでいるか」などのテーマで
あれば，厚生労働省，文部科学省の統計を活用し
て分析することもできるし，自分の所属する学部
学科で調査を実施して分析することもでき，多様
な方法で問題解決を経験することが可能となる。

5．戦略大会でのアンケート結果

2016 年 9 月に開催された私情協戦略大会で本
教育モデルについて提案した際の参加者のアンケ
ート結果を以下に示す。

5.1　参加者の属性
情報リテラシー分科会の参加者の属性は図 6 の

通りである。情報リテラシー担当者が 55% と最
も多く，センター職員あるいはセンター所属教員
なども参加している。

5.2　所属大学の情報リテラシー教育形態
参加者の所属大学における情報リテラシーの教

育形態は図 7 の通りであり，初年次半期の大学が
最も多かった。

図 6　戦略大会分科会参加者属性
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図 8　情報リテラシー教育の理想的なあり方
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図 7　各大学の情報リテラシー教育形態

図 9　本ガイドラインに賛同できるか
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●専門教育との連携が必要だと思うが，専門
学科は情報教育など必要ないと思ってい
る。または勝手に身についてきている（高
校から）と思っている

● 全学的に行うためには，どうしても非常勤の
先生方のお力を借りなければならない。上
記の目的に合う教科書等がありましたらお
教えください。

●大変参考になりました。
●実践の積み重ねによる改善が必要だろうと

思う
●Cの項目がわかりづらいと思いました。
● 情報リテラシーが初年次，機器操作科目に終

わらないという全学的認識の共有が重要か
と思います。

● 小・中・高・大学の系統的な役割分担を再整
備する必要があり，大学スタート時点のバ
ラツキをならすのに半期はどうしても必要
である

● 情報リテラシーは，それのみを目的とした科
目はなくなり，一般の科目の中で，教育し
てゆく方向の趣旨かと思います。私も同意
見です。

● 到達目標や到達点などでとてもわかりやすい
が成績評価を行う際難しいと思いました。

● 複数の授業科目に中で各々部分的に取り組む
場合，全体としてどう統合管理するか

6．ガイドラインの普及・実現方法

「情報リテラシー教育ガイドライン」による教
育モデルを用いて各大学が情報リテラシー教育を
実践するためには，さまざまな課題が残されてい
る。

6.1　授業方略・教材開発・教員研修
本ガイドライン及び教育モデルの検討は，まだ

始まったばかりであり，授業方略について確立さ
れたものはまだ存在しない。また，ガイドライン
に応じた教材開発についても未着手である。

今後，私情協では 3 か年計画で，授業方略の確

っており100%が賛同できるという回答であった。

（2） 自身の大学で，本ガイドラインに沿って授業
を改善した方が良いと思うか

自身の大学で本ガイドラインに沿って授行改善
をした方がよいと思うかという問いに対しては

「非常にそう思う：32%」「そう思う：61%」と，
93% が賛同をしている。

（3） 自身の大学で，本ガイドラインに沿って授業
改善できると思うか

本ガイドラインを活用して，自身の大学で授業
改善ができると思うかという問いに対しては，「そ
う思う：14%」「まあそう思う：36%」と，改善
の可能性については半数程度が可能であると考え
たようである。

（4） 本ガイドラインについての意見・感想・改善
提案（自由記述）

本ガイドラインについての意見，感想，改善提
案は以下の通りであった。

図 10　自身の大学での授業改善

図 11
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また，卒業までにすべての学生が，グローバル
社会，高度情報社会で主体的に行動できるよう質
保証されなければならない。それには，初年次教
育を中心とした短期的な情報リテラシーの学修で
終了するのではなく，卒業までの様々な分野の学
修段階において情報活用の実践を繰り返す中で，
答えのない問題により良い解を追求することがで
きるよう情報通信技術を活用して問題発見・解決
思考の枠組みが育成できる共通教育を実現する必
要がある。新たな授業科目を設定するだけが手段
ではなく，卒業までにすべての学生が，グローバ
ル社会，高度情報社会で主体的に行動できるよう
専門教育との連携を図る仕組みが必要である。

しかしながら，ここで提示する新たなガイドラ
インは指導方法が確立されていないため，情報教
育と専門教育を担当する教員の連携が重要であ
る。また，学士力として情報リテラシー教育の充
実を徹底していくには，ガバナンスの理解と支援
を得る中でカリキュラムの見直しと組織的な教育
体制の構築が求められる。本ガイドラインをたた
き台として，小中高大の体系的・系統的な情報活
用能力の育成を検討し，グローバル化する知識基
盤社会を生き抜く力を身につけさせることのでき
る教育方法を開発する必要がある。
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立，教材開発，各大学教員への研修を実施し，さ
まざまな助言や相談に対応していく所存である。
その際には，多くの先生方との意見交換が望まれ
る。

6.2　全てを網羅できなくてもよい
本ガイドラインは，1 つの授業科目，あるいは

1 人の教員で全てを網羅することは想定していな
い。指導できる時間が短い場合は，この教育モデ
ルの一部を活用して実践することも可能である。
また，自分の得意でない教育目標については他の
授業に譲り，教員自身が得意とする内容だけを実
践することも可能である。

できるだけ学内で連携することが望ましいが，
それが難しい場合は私情協が大学間での教員間連
携を促進するための方法を検討することも可能で
ある。

7.まとめと今後の課題

本研究では，小中高大の系統的・体系的な情報
教育の確立を含めて，価値の創出を目指した問題
発見・解決思考の情報リテラシー教育モデルを提
案した。
「情報活用の実践力」にあたる「到達目標 A」

で問題解決の枠組みを学び，「情報社会に参画す
る態度」にあたる「到達目標 B」，「情報の科学的
な理解」にあたる「到達目標 C」を学士力レベル
で修得することを目指している。その後，各分野
の専門教育の中で，「情報活用の実践力」にあた
る問題解決力を継続的に身に着け，最終的には自
らが立てた新たな課題を解決する能力を修得する
ことが望まれる。
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情報リテラシー教育のガイドライン（2015年版）　　　【付録１】
1．情報リテラシー教育の方向性

本ガイドラインは、社会で求められる情報活用能力を育成するために、大学卒業時に全ての学生が修得しておく
べき学士力として提案するものである。学士課程教育では、生涯に亘って学び続け、主体的に考え、最善の解を導
き出すために多面的な視点から判断・行動できる人材の育成を目指しており、その能力基盤の重要な要素として情
報から知識を構成し、知識を組み合わせて新しい考え方を創造する知恵に転換していく情報リテラシーが求められ
ている。
そのために、情報通信技術の可能性と限界を理解した上で、イノベーションに貢献できるよう様々な学問分野の中
で、情報及び情報通信技術を適切・適正に取り扱いながら問題発見・解決の学修を通じて、知識の統合化、文化・
価値観の相互理解など社会の発展へ繋がる教育へ転換することが重要である。
そこで、分野共通に求められる情報活用能力の育成について教員へ理解と実践を促すため、現時点で考えられる情
報リテラシー教育の方向性をガイドラインとして提示することにした。
具体的には、「情報及び情報通信技術を用いて問題発見・解決を思考する枠組みの獲得（※ A: 到達目標 A）」を通
して、「情報社会の有効性と問題点を認識し、主体的に判断するための知識・態度（※ B: 到達目標 B）」と「情報
通信技術に関する科学的な理解・技能（※ C: 到達目標 C）」を体系化して学ぶことが望まれる。

生涯学び続け、どんな環境においても“答えが一つに定まらない問題”により良い解を追究することができる問
題解決力を育成することが大学教育の使命となっている。そのためには、情報・データというエビデンスを用いて
客観的に観察し、因果関係を整理して仮説推論を行い、それを分析・検証するという学びの PDCA を体験させる「問
題発見・解決思考の枠組み」を全ての学生に汎用的能力として身につけさせることが前提となる。その上で、具体
的に価値創造を目指して問題解決をするためには、健全な情報社会を構築するための知識・態度と情報通信技術に
関する科学的な理解・技能を統合した学びが不可欠である。
以下に情報リテラシー教育として求められる３つの学びの要素を提案する。

【到達目標Ａ】
　問題を発見し、目標を設定した上で解決に取り組み、情報通信技術を適切に活用して新しい価値の創造を目指し
て取り組むことができる

目標を設定し、情報通信技術を適切に用いて多様な解決策を発想し、実現性の面から合理的な思考により解決策
の最適化を行う中で、常識にとらわれない考え方を身につけさせる。
【到達点】

1．問題発見・解決を思考する枠組みを説明できる。
2．枠組みを活用して与えられた問題解決に取り組むことができる。
3．答えのない問題に対して自ら問題発見・解決に取り組むことができる。

【教育・学修方法の例示】
【到達点 1】「問題発見・解決を思考する枠組みを説明できる」

・ 具体的な事例について問題発見・解決思考の枠組みを解説し、ケーススタディを行い、問題解決の流れを図式
化させ、作業計画を立てさせる。

【到達点 2】「枠組みを活用して与えられた問題解決に取り組むことができる」
・ 与えられた課題について、問題発見・解決思考の枠組みを活用して、目標を設定させる。多様な解決策を発想

させ、倫理的な側面から有効性と問題点を合理的に判断させ、最適化により解を導出させる。
・ 上記の学修過程において問題発見・解決思考の枠組みに沿って情報通信技術を活用した実習をさせる。その際

に情報を検索・収集・整理・分析し、表現・伝達・発信などの情報通信技術が不足しているようであれば、そ
れらのスキルについて修得させる。

【到達点 3】「答えのない問題に対して自ら問題発見・解決に取り組むことができる」
・ 社会で起こっている問題の中から、新しい価値の創造を目指して課題を見出し、データ及び情報通信技術を活

用して多面的な視点で議論させる。仮説設定の内容を検証する中で、チームまたはチーム間で多様な解決策を
発想できるようにさせる。

・ 発想した解決策の実現性に配慮して、最適な優先順位を決定するための合理的な思考を体験させ、最適化によ
り解を導出させる。

【到達点評価の考え方】
上記の到達点の達成を以下により確認する。
・具体的な問題について、問題発見・解決思考の枠組みを図式化させる。
・評価の視点にもとづいて問題発見・解決思考の達成度を評価する。
・ 各自が実践した新しい価値の創造を目指した問題解決について発表させ、自己評価と他者評価などで確認す

る。
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【到達点評価の考え方】
上記の到達点の達成を以下により確認する。
・具体的な問題について、問題発見・解決思考の枠組みを図式化させる。
・評価の視点にもとづいて問題発見・解決思考の達成度を評価する。
・ 各自が実践した新しい価値の創造を目指した問題解決について発表させ、自己評価と他者評価などで確認す

る。

【到達目標Ｂ】
　情報社会の有効性と問題点を認識し、主体的に判断して行動することができる。
　情報の信頼性・信憑性を識別して発信者の意図を読み解き、他者の権利の尊重及び自己の被害防止・対処方、健
全な情報社会を構築するために必要となる倫理的な規範意識、安全に関する知識・技能を修得する。
【到達点】

1．発信者の意図を推測した上で、情報を読み取り、内容を説明できる。
2．社会の一員としての責任を理解し、他者に配慮して安全に情報を扱うことができる。
3．情報社会の光と影を理解し、望ましい情報社会の在り方について考察することができる。

【教育・学修方法の例示】
到達点 1「発信者の意図を推測した上で、情報を読み取り、内容を説明できる」
・ 世の中には信憑性や信頼性を確認しなければならない様々な情報が存在することと、情報には必ず発信者の意

図が含まれていることについて、事例を示して理解させる。
・ 情報の識別力を高めるために、情報検索や情報源の確認を多様な方法でケーススタディし、最適な方法を選択

させる。
到達点２「社会の一員としての責任を理解し、他者に配慮して安全に情報を扱うことができる」
・発信する情報に責任を持つことの意義を理解させ、社会に対する影響を認識させる。
・セキュリティに関する知識を身につけ、安全に情報を取り扱う力を身につけさせる。
・ 基本的人権の尊重、知的財産権の理解、発信情報の真正性を確保、異文化への理解などについて、チームでケ

ーススタディを行い、情報を安全に活用する上で望ましい態度を身につけさせる。
到達点 3「情報社会の光と影を理解し、望ましい情報社会の在り方について考察することができる」
・ 情報社会で起こっているさまざまな現象を倫理的な側面から検討し、望ましい情報社会の在り方について考え

させる。
・ 望ましい情報社会について考えさせ、健全な情報社会を構築するための法律やルールの在り方を検討させる。

【到達点評価の考え方】
上記の到達点の達成を以下の課題で確認する。
・発信者の意図を理解し、情報を識別するための多様な方法を列挙させる。
・発信者と利用者の視点から社会に対する影響と自己の責任について説明させる。
・ 各自が検討した健全な情報社会を構築するための法律やルールについて発表させ、自己評価と他者評価などで

確認する。

【到達目標Ｃ】
情報通信技術の仕組みを理解し、モデル化とシミュレーションを問題発見・解決に活用することができる。
　情報通信技術の仕組みと情報通信システムの役割を理解し、モデル化とシミュレーションの技法を用いて問題の
発見・明確化・分析・検証を行い、新しい評価軸を構築することによって問題解決へ繋げる基礎能力を修得する。
【到達点】

1．情報通信技術の特性を説明できる。
2．仮説検証の手段として、モデル化とシミュレーションを通じて予測することができる。
3．社会における情報通信システムの在り方を考察することができる。

【教育・学修方法の例示】
到達点 1「情報通信技術の特性を説明できる」
・コンピュータの構成を理解させ、ソフトウェアの動作の仕組みと関連付けて理解させる。
・ Ｗｅｂの閲覧履歴やメールサーバの履歴を見せることなどを通して、ネットワークの仕組みや通信プロトコル

の役割を理解させる。
到達点 2「仮説検証の手段として、モデル化とシミュレーションを通じて予測することができる」
・現実の問題をシステム的な観点で捉え、モデルを構築する手法を演習させる。
・ アルゴリズムを具体的なプログラムとして実現し、コンピュータで実行させる。ここでは、実用的なプログラ

ミング技術の修得ではなく、問題解決のためのアルゴリズムを修得させる。
・ 構築したモデルからシミュレーションなどを用いて予測させる。その際、ビッグデータの活用についても検討

させる。
到達点 3「社会における情報通信システムの在り方を考察することができる」
・身近な情報通信システムの例をとりあげて、社会における役割を考えさせる。
・情報セキュリティに関する事象を紹介して、情報セキュリティ技術の必要性を認識させる。
・IoT や AI など ICT の進展を予測し、社会の発展に繋がる情報通信システムを考察させる。

【到達点評価の考え方】
上記の到達点の達成を以下により確認する。
・情報通信技術の特性について説明させる。
・あるプログラムを提示し、そのアルゴリズムを解説させる。　
・ 社会における情報通信システムについて批判的に考察させ、情報化社会のあるべき姿について発表させ、自

己評価と他者評価などで確認する。




